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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ボルトの頭から一体にボルトの軸を取り巻いて該ボルトの軸と同心に徐々に拡径するよ
うに設けられ、端面が被締結体にボルトの軸と同心の円形の平面帯リング状に接する座面
として設けられたテーパ筒体状部を備える弛み止めボルトにおいて、
　前記ボルトの軸を構成する軸部材と、前記ボルトの頭及びテーパ筒体状部によって構成
されると共に該テーパ筒体状部に囲まれた該ボルトの頭の内底部に端面が摩擦圧接の接合
面となるように短い円柱状に突起した凸状部が設けられて該凸状部の外周面と前記テーパ
筒体状部の内周面との間に摩擦圧接によって生じる圧接部の寄りが収納されるように形成
されたヘッド部材とを別々の部品として形成し、前記軸部材と前記ヘッド部材とを摩擦圧
接によって接合し、前記テーパ筒体状部の振動吸収作用を得るための深さを保つように、
前記圧接部の寄りがテーパ筒体状部の内周面に接することを防止して設けられていること
を特徴とする弛み止めボルト。
【請求項２】
　前記ボルトの頭の内底部における凸状部と前記ボルトの軸との摩擦圧接によって接合さ
れる面同士が、同径で同一形状に設けられていることを特徴とする請求項１記載の弛み止
めボルト。
【請求項３】
　前記テーパ筒体状部のテーパ角度が鋭角になるように設けられ、
　前記円形の平面帯リング状の座面の外径が、該座面によって前記被締結体へ有効に圧接
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するように面圧が生じる範囲の大きさとなるように、前記テーパ筒体状部の外周面に、前
記被締結体から垂直に起立する起立面が設けられていることを特徴とする請求項１又は２
記載の弛み止めボルト。
【請求項４】
　前記テーパ筒体状部の外周面が、前記起立面と該起立面に連続する凹状の曲面とによっ
て形成され、
　前記テーパ筒体状部の肉厚が、拡径を開始するボルトの頭側の部分より前記凹状の曲面
から前記起立面に変化する部分まで同等又は徐々に大きく設けられ、
　前記凹状の曲面と前記座面との間の肉厚が、ボルトの締め付け力や被締結体がもたらす
衝撃・振動を塑性変形することなく受ける厚さを確保できるように、前記起立面の起立長
さが設定されていることを特徴とする請求項３記載の弛み止めボルト。
【請求項５】
　前記テーパ筒体状部の内周面が、凹状の曲面によって形成されていることを特徴とする
請求項１～４のいずれかに記載の弛み止めボルト。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明の技術分野は、ボルトの頭からボルトの軸と同心に徐々に拡径するように設け
られ、端面が被締結体に接する座面として設けられたテーパ筒体状部を備える弛み止めボ
ルト、及びナットの頭からナットが螺着されるボルトの軸と同心に徐々に拡径するように
設けられ、端面が被締結体に接する座面として設けられたテーパ筒体状部を備える弛み止
めナット並びに座金を含めた弛み止め締結部材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ボルトやナットなどの締結部材は、部材や部品などの被締結体を締め付けて固定する手
段として、種々の分野で広く使用されている。
　この締結部材による締結部分に振動衝撃が繰返し作用することで発生する締結部材の弛
みを防止するための対策としては、以下の構成による締結部材が提案されている。
【０００３】
　ねじ作用により被締結体を締結する締結部材であって、締結部材を軸線の回りに回動さ
せるためのヘッド部と、該ヘッド部と一体に、ヘッド部の基部から、ヘッド部と同心でヘ
ッド部よりも径大となるよう延出端側が徐々に拡径する筒状に形成されるとともに、延出
端面が被締結体に当接する座面に形成されたテーパ部とを備え、前記テーパ部の内面が、
円錐曲面に形成され、前記テーパ部の外面が、凹面状の曲面に形成されている（特許文献
１参照）。これによれば、激しい振動や衝撃を吸収して被締結体を確実に固定することが
でき、弛み止め効果を得ることができる。
【０００４】
　このようなボルトやナット（以下、「ボルト等」という。）の締結部材（座金を含む）
については、弛み止めの技術的思想を共通にするもので、テーパ部（テーパ筒体状部）と
いう共通の構成を備えている。ナットのテーパ筒体状部については、専用機器（パーツホ
ーマ）で製造することが可能であるため、適切且つ安価に量産できる形態になっている。
これに対して、ボルトのテーパ筒体状部は、切削によって形成されており、コストが高く
なり、量産化に対応できていない。
　また、特許文献１に示された締結部材のテーパ筒体状部の形態では、外周面が全面的に
凹状の曲面になっているため、周縁部の強度を適切に確保できないと共に外形寸法を適切
に小さくすることができない。
　さらに、被締結体に当接する座面が形成するリング状部のリングの幅が狭いと被締結体
との十分な接触摩擦抵抗を得ることができないだけでなく、ボルト等の締め付け力や被締
結体がもたらす衝撃・振動によってテーパ筒体状部の弾性力を凌駕して塑性変形を生ずる
おそれがある。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許３８６０２００号公報（特許請求の範囲）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　弛み止めボルトなどの締結部材に関して解決しようとする問題点は、第１に、ボルトの
頭からボルトの軸と同心に徐々に拡径するテーパ筒体状部を備える弛み止めボルトを、適
切且つ安価に量産できる合理的な製造方法が提案されていないこと、第２に、テーパ筒体
状部の周縁部の強度を適切に確保すると共に外形寸法を適切に小さくする形態が提案され
ていないこと、第３にボルト等の締め付け力や被締結体がもたらす衝撃・振動を塑性変形
せずにより適切に吸収できる形態が提案されていないこと、にある。
　そこで本発明の目的は、第１に、ボルトの頭からボルトの軸と同心に徐々に拡径するテ
ーパ筒体状部を備える弛み止めボルトを、より合理的に生産できること、第２に、テーパ
筒体状部の周縁部の強度を適切に確保すると共に外形寸法を適切に小さくした弛み止めボ
ルトを提供すること、第３に、ボルト等の締め付け力や被締結体がもたらす衝撃・振動を
塑性変形せずにより適切に吸収できる弛み止めボルトを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、上記目的を達成するために次の構成を備える。
　本発明にかかる弛み止めボルトの一形態によれば、ボルトの頭から一体にボルトの軸を
取り巻いて該ボルトの軸と同心に徐々に拡径するように設けられ、端面が被締結体にボル
トの軸と同心の円形の平面帯リング状に接する座面として設けられたテーパ筒体状部を備
える弛み止めボルトにおいて、前記ボルトの軸を構成する軸部材と、前記ボルトの頭及び
テーパ筒体状部によって構成されると共に該テーパ筒体状部に囲まれた該ボルトの頭の内
底部に端面が摩擦圧接の接合面となるように短い円柱状に突起した凸状部が設けられて該
凸状部の外周面と前記テーパ筒体状部の内周面との間に摩擦圧接によって生じる圧接部の
寄りが収納されるように形成されたヘッド部材とを別々の部品として形成し、前記軸部材
と前記ヘッド部材とを摩擦圧接によって接合し、前記テーパ筒体状部の振動吸収作用を得
るための深さを保つように、前記圧接部の寄りがテーパ筒体状部の内周面に接することを
防止して設けられている。
【０００８】
　本発明にかかる弛み止めボルトの一形態によれば、前記ボルトの頭の内底部における凸
状部と前記ボルトの軸との摩擦圧接によって接合される面同士が、同径で同一形状に設け
られていることを特徴とすることができる。
【０００９】
　本発明にかかる弛み止めボルトの一形態によれば、前記テーパ筒体状部のテーパ角度が
鋭角になるように設けられ、前記円形の平面帯リング状の座面の外径が、該座面によって
前記被締結体へ有効に圧接するように面圧が生じる範囲の大きさとなるように、前記テー
パ筒体状部の外周面に、前記被締結体から垂直に起立する起立面が設けられていることを
特徴とすることができる。
【００１０】
　本発明にかかる弛み止めボルトの一形態によれば、前記テーパ筒体状部の外周面が、前
記起立面と該起立面に連続する凹状の曲面とによって形成され、前記テーパ筒体状部の肉
厚が、拡径を開始するボルトの頭側の部分より前記凹状の曲面から前記起立面に変化する
部分まで同等又は徐々に大きく設けられ、前記凹状の曲面と前記座面との間の肉厚が、ボ
ルトの締め付け力や被締結体がもたらす衝撃・振動を塑性変形することなく受ける厚さを
確保できるように、前記起立面の起立長さが設定されていることを特徴とすることができ
る。
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　本発明にかかる弛み止めボルトの一形態によれば、前記テーパ筒体状部の内周面が、凹
状の曲面によって形成されていることを特徴とすることができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明に係る弛み止めボルトによれば、第１に、ボルトの頭からボルトの軸と同心に徐
々に拡径するテーパ筒体状部を備える弛み止めボルトを、より合理的に生産でき、第２に
、テーパ筒体状部の周縁部の強度を適切に確保すると共に外形寸法を適切に小さくした弛
み止めボルトを提供でき、第３にボルト等の締め付け力や被締結体がもたらす衝撃・振動
を塑性変形せずにより適切に吸収できる弛み止めボルトを提供できるという特別有利な効
果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の弛み止めボルトの製造方法に係る形態例を示す断面図である。
【図２】本発明の弛み止めボルトの完成した形態例を示す断面図である。
【図３】図２の形態例をボルトの側面側から見た図である。
【図４】図２の形態例をボルトの軸の端面側から見た図である。
【図５】図２の形態例をボルトのヘッド側から見た図である。
【図６】本発明の弛み止めボルトの製造方法に係る他の形態例を示す断面図である。
【図７】本発明の弛み止めボルトの製造方法に係る他の形態例を示す断面図である。
【図８】本発明の弛み止めナットの斜視図である。
【図９】本発明の弛み止めナットの正面図である。
【図１０】本発明の弛み止めナットの側面図である。
【図１１】本発明の弛み止めナットの平面図である。
【図１２】本発明の弛み止めナットの底面図である。
【図１３】本発明の弛み止めナットのＡ－Ａ断面図である。
【図１４】本発明の弛み止めボルトと本発明の弛み止めナットとによって被締結体を固定
した状態の図である。
【図１５】本発明の弛み止めボルト及び本発明の弛み止めナットに係るねじ弛み試験方法
を示す断面図である。
【図１６】本発明の弛み止めナットの他の形態例を示す正面図である。
【図１７】図１６の弛み止めナットの側面図である。
【図１８】図１６の弛み止めナットの平面図である。
【図１９】図１６の弛み止めナットの底面図である。
【図２０】図１６の弛み止めナットのＡ－Ａ断面図である。
【図２１】図１６の弛み止めナットの斜視図である。
【図２２】本発明の弛み止めボルトの他の形態例を示す正面図である。
【図２３】図２２の弛み止めボルトの側面図である。
【図２４】図２２の弛み止めボルトの断面図である。
【図２５】図２２の弛み止めボルトの底面図である。
【図２６】本発明の弛み止めボルトの座面にかかる面圧の解析図である。
【図２７】比較例の弛み止めボルトの座面にかかる面圧の解析図である。
【図２８】従来のフランジ付六角ボルトの座面にかかる面圧の解析図である。
【図２９】本発明の弛み止め座金の形態例を示す斜視図である。
【図３０】図２６の弛み止め座金の正面図である。
【図３１】図２６の弛み止め座金の平面図である。
【図３２】図２６の弛み止め座金の底面図である。
【図３３】図２６の弛み止め座金の側面図である。
【図３４】図２６の弛み止め座金のＡ－Ａ断面図である。
【図３５】本発明の弛み止め座金の他の形態例の使用状態を示す正面図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１３】
　以下、本発明に係る弛み止めボルト（弛み止めボルトの製造方法）の最良の形態例を、
添付図面（図１～７）に基づいて詳細に説明する。
　この形態例の弛み止めボルトは、ボルトの頭１１から一体にボルトの軸２１を取り巻い
てそのボルトの軸２１と同心に徐々に拡径するように設けられ、端面が被締結体４０（図
１４参照）にボルトの軸と同心の円形の平面帯リング状に接する座面１３として設けられ
たテーパ筒体状部１２を備え、そのテーパ筒体状部１２の内周面１２ａが円錐状の曲面に
設けられると共にそのテーパ筒体状部１２の外周面１２ｂが凹状の曲面に設けられている
弛み止めボルトの製造方法によって生産されるものである。なお、本発明に係るテーパ筒
体状部１２のテーパ角度は、鋭角αになっている（図３１参照）。また、ボルトの軸と円
形の平面帯リング状の座面とは同心状に所定の間隔を置いて離れた形態になっている。
【００１４】
　本発明によれば、先ず、ボルトの軸２１を構成する軸部材２０と、ボルトの頭１１及び
テーパ筒体状部１２によって構成されてそのテーパ筒体状部１２に囲まれたボルトの頭１
１の内底部１５に端面が摩擦圧接の接合面となるように短い円柱状に突起した凸状部１５
ａが設けられたヘッド部材１０とを別々の部品として形成する。このような軸部材２０と
ヘッド部材１０とを別々に生産する製造工程は、従来のねじ材（締結部材）を製造する方
法で容易に行うことができる。
【００１５】
　そして、軸部材２０とヘッド部材１０とを摩擦圧接によって接合し（図２参照）、その
摩擦圧接による圧接部１６について焼鈍処理を施すことを製造工程とする。なお、このよ
うに製造された弛み止めボルト１０について、引張試験を行ったところ、その圧接部１６
の強度が十分であることを確認できた。その引張試験によれば、ボルトの軸２１の中途部
に塑性変形が発生し、圧接部１６が分断や破損することはなかった。
　この弛み止めボルト１０の製造方法によれば、テーパ筒体状部１２を切削によって削り
出して形成する製造方法や鍛造によって形成する製造方法などに比較して軸方向に十分に
長く大きく（深い）形態に、適切且つ安価でより合理的に生産できる。
【００１６】
　なお、前記の摩擦圧接とは、摩擦による熱を利用して金属と金属を接合する応用技術の
一つである。摩擦圧接法は、２母材を突き合せて相対回転運動をさせ、推力を加えてその
接触面に摩擦熱を発生させる。その熱によって突き合せ面、及びその近傍を軟化させ、圧
接温度に達すると、相対運動を停止させ、圧力推力をさらに増大させて２母材の接合を行
う方法である。
【００１７】
　この摩擦による熱がテーパ筒体状部１２に伝わるとテーパ筒体状部１２を軟化させ変形
を生じさせるおそれがある。このため、本実施形態では、内底部１５に凸状部１５ａの外
周面１５ｂと前記テーパ筒体状部の内周面１２ａとの間に摩擦圧接によって生じる圧接部
１６の寄り２３（図２参照）を収納する空間が形成されている。この空間に寄り２３が収
納されるため軸方向からのボルト１００の見栄えが悪くなることも無い。寄り２３は、ヘ
ッド部材と軸部材のそれぞれの接触面から生じてカール状に形成されるものである。また
、凸状部１５ａの端面の角は、面取りがされており、寄り２３が好適に回り込むように形
成されている。以上のように寄り２３が好適に形成される形状になっているため、図２に
示すように摩擦溶接による接合部分（圧接部１６）の面積を適切に拡大することができ、
接合強度を高めることができる。
【００１８】
　図１の形態例においては、ヘッド部材１０におけるテーパ筒体状部１２に囲まれたボル
トの頭１１の内底部１５における凸状部１５ａの接合面１５ａ’が平坦に形成され、その
接合面１５ａ’に摩擦圧接されるボルトの軸２１の接合端面２２が平坦に形成されている
。
　これによれば、軸部材２０とヘッド部材１０とが単純な形状で製造しやすく、テーパ筒
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体状部１２を弛み止め効果を高める十分な深さに適切に形成でき、摩擦圧接による相互の
部材の固相拡散接合も好適になされて、所要の機能や強度を有する弛み止めボルトを適切
且つ安価に生産できる。
　また、この形態例においては、内底部１５における凸状部１５ａの接合面１５ａ’とボ
ルトの軸２１の接合端面２２とが同形で同径に形成されている。このように接合される面
同士が同一形状に設けられることで、摩擦圧接による熱の広がりがバランス良くなされ、
より好適な接合がなされる。
【００１９】
　また、本形態例では、テーパ筒体状部１２の内周面１２ａが円錐状の曲面に設けられる
と共に、テーパ筒体状部１２の外周面は、被締結体４０から実質的に垂直に起立する起立
面１２ｃと該起立面に連続する凹状の曲面１２ｂとによって形成されている。この起立面
１２ｃと凹状の曲面１２ｂとが連続する形態によれば、テーパ筒体状部１２の座面１３側
の周縁部の強度を適切に確保できる。起立面１２ｃのサイズは、座金に相当する厚さ又は
それ以上の厚さにすると十分な強度を得られる。すなわち、座面１３に被締結体４０がも
たらす衝撃や振動がもたらす力を起立面１２ｃと内周面１２ａに囲まれた肉厚部が塑性変
形することなく受けることができる。そして、受けた力を起立面１２ｃと連続する凹状の
曲面１２ｂに伝達し、凹状の曲面１２ｂを撓ませるように作用させることができる。これ
により弛み止めボルト１００の回転を抑えて弛みを生じさせないようにすることができる
。つまり、締め付け力によってテーパ筒体状部１２を適切に弾性変形させることができ、
それによって生じる弾性応力が衝撃や振動を吸収するように作用し、好適な弛み止め効果
を生じるものと考えられる。また、テーパ筒体状部１２の肉厚が、拡径を開始するボルト
の頭１１側の部分より前記凹状の曲面１２ｂから前記起立面１２ｃに変化する部分まで同
等又は徐々に大きくなるように設けることで起立面１２ｃと内周面１２ａとの間の肉厚部
が座金と同様な機能を発揮して弛み止め性能を維持しつつ、外形寸法を適切に小さくする
ことができる。
【００２０】
　また、図６の形態例においては、ヘッド部材１０におけるテーパ筒体状部１２に囲まれ
たボルトの頭１１の内底部１５における凸状部の接合面１５ｃが凹曲面に形成され、その
接合面１５ｃに摩擦圧接されるボルトの軸２１の接合端面２２ｃが凸曲面に形成されてい
る。摩擦圧接による接合面積を、より大きくできるため、接合強度を高めるメリットがあ
る。
　これによっても、摩擦圧接による相互の部材（軸部材２０とヘッド部材１０）の固相拡
散接合も好適になされて、所要の機能や強度を有する弛み止めボルトを適切且つ安価に生
産できる。なお、ボルトの頭１１の内底部１５における接合面と、軸部材２０の接合端面
の形状は特に限定されるものではなく、製造された弛み止めボルトの機能や強度について
仕様を満たすものであればよい。
【００２１】
　また、図７に示すように、軸部材２０の接合端面２２が設けられる側の端部２１ａが、
細く形成されていてもよい。これによれば、摩擦圧接によって生じる圧接部１６の寄り２
３（図２参照）が、テーパ筒体状部１２の内周面１２ａ（図１参照）へ接触することをよ
り確実に防止することができる。従って、生産効率を向上させることができる。なお、端
部２１ａの直径を、ねじの谷径よりも大きく形成すれば、その端部２１ａがボルトの軸２
１の最小径の部分にならないため、強度を十分に確保できる。
【００２２】
　次に、以下、本発明に係る弛み止めナット３００の最良の形態例を、添付図面（図８～
１３）に基づいて詳細に説明する。
　弛み止めナット３００についても、フランジ部として一体に形成されたテーパ筒体状部
の座面側は、本発明に係る弛み止めボルト１００の座面１３側の形状と同じく形成されて
いる。
　すなわち、弛み止めナット３００は、ナットの頭３１から一体にナットが螺着されるボ
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ルトの軸を取り巻いて該ボルトの軸と同心に徐々に拡径するように設けられ、端面が被締
結体４１（図１４参照）に接する座面３３として設けられたテーパ筒体状部３２を備え、
該テーパ筒体状部の内周面３２ａが円錐状に設けられると共に該テーパ筒体状部の外周面
の少なくとも一部が凹状の曲面３２ｂに設けられている。
【００２３】
　そして、テーパ筒体状部３２の外周面は、被締結体４１から実質的に垂直に起立する起
立面３２ｃと該起立面に連続する凹状の曲面３２ｂとによって形成され、テーパ筒体状部
３２の肉厚が、拡径を開始するナットの頭側の部分より凹状の曲面３２ｂから起立面３２
ｃに変化する部分まで同等又は徐々に大きくなるように設けられ、凹状の曲面３２ｂと座
面３３との間の肉厚が、ナットの締め付け力や被締結体がもたらす衝撃・振動を塑性変形
することなく受ける厚さを確保できるように、起立面３２ｃの起立長さが設定されている
。本形態例では、その起立長さ（厚さ）がＪＩＳ規格に規定する標準的な平座金の厚さ又
はそれ以上の厚さに設けられている。
【００２４】
　上記弛み止めナット３００の構成により、テーパ筒体状部３２の座面３３側の周縁部の
強度を適切に確保できる。起立面３２ｃのサイズは、座金に相当する厚さ又はそれ以上の
厚さにすると十分な強度を得られる。すなわち、座面３３に被締結体４１がもたらす衝撃
や振動がもたらす力を起立面３２ｃと内周面３２ａに囲まれた肉厚部が塑性変形すること
なく受けることができる。そして、その受けた力を起立面３２ｃと連続する凹状の曲面３
２ｂに伝達し、凹状の曲面３２ｂを撓ませるように作用させる。これにより弛み止めナッ
ト３００の回転を抑えて弛みを生じさせないようにすることができる。つまり、締め付け
力によってテーパ筒体状部３２を適切に弾性変形させることができ、それによって生じる
弾性応力が衝撃や振動を吸収するように作用し、好適な弛み止め効果を生じるものと考え
られる。また、起立面３２ｃと内周面３２ａとの間の肉厚部が座金と同様な機能を発揮し
て弛み止め性能を維持しつつ、外形寸法を適切に小さくすることができる。
【００２５】
　図１４は、上記弛み止めボルト１００と弛み止めナット３００によって被締結体４０、
４１を固定した状態を示す。弛み止めナット３００は弛み止めボルトの軸に螺着されてお
り、ボルト側とナット側とで被締結体４０、４１を強固に固定することができる。
【００２６】
　次に、本発明に係る方法によって製造された弛み止めボルト１００に関する弛み試験の
結果について図１５に基づいて説明する。
　高速ねじ弛み試験機の加振台５０上に設けられた振動バーベル（被締結体４０）にワッ
シャー５１を介して、供試品である弛み止めボルト１００と、弛み止めナット３００とを
締め付けて固定した状態にセットした。Ｍ１０、Ｍ１２、Ｍ１６の各ねじについて、ＪＩ
Ｓ規格の締め付け力によって締結した状態で、試験を行った。
　この高速ねじ弛み試験機によるねじ緩み試験は、振動数が１７８０ｒｐｍ、加振台スト
ロークが１１ｍｍ、インパクトストロークが１９ｍｍ、振動方向がボルト軸直角方向とい
う条件で、最長１７分間を行い、弛むまでの時間を測定するものである。
【００２７】
　試験結果は、Ｍ１０、Ｍ１２、Ｍ１６の全てのねじについて、試験時間の最長の１７分
間を加振したが、弛むことがなかった。
　この高速弛み試験は、高速で振動及び衝撃を繰り返して加えて試験する装置であり、通
常のボルト、ナットでは、数秒～数十秒のうちに弛んでしまう。また、現在市販されてい
る最高度の締め付け保持力を有するといわれるダブルナット構成であっても、数分間程度
保持できるだけである。この試験方法で１７分間にわたって締め付け力を保持できたこと
によって、本発明に係る弛み止めボルト１００と弛み止めナット３００とによる締結具の
構成は、最高の性能を有するものであることが確認できた。
【００２８】
　次に、テーパ筒体状部１２の内周面１２ａの形態例について説明する。図１６～２１に
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は、テーパ筒体状部１２の内周面１２ａが、凹状の曲面によって形成されている弛み止め
ナットの形態例を示してある。このテーパ筒体状部１２の内周面１２ａの形状は、図２２
～２５の形態例のように、弛み止めボルトのヘッド部材１０の形状に適用できるのは勿論
である。
　テーパ筒体状部１２の内周面１２ａの凹状の曲面の形状は、断面が円曲線の一部によっ
て構成される通常の円弧状に湾曲した凹面に限らず、例えば懸垂曲線（カテナリー曲線）
を上下反対にした逆懸垂曲線やスプライン曲線の少なくとも一部を用いることができる。
　このように、テーパ筒体状部１２の内周面１２ａが凹状の曲面によって形成されること
で、テーパ筒体状部１２の端面である座面が、その全面で被締結体に対して極めて均等に
圧接できる。すなわち、ボルト及びナットからなる締結具の締め付け力が、均等に分散さ
れて被締結体に対する均等な圧力に変換され、その座面の全面を弛み止めのために有効に
活用できる。これにより、弛み止め効果をより向上させることができる。
【００２９】
　また、これらのボルト等の締結部材にあっても、図１３のナットの形態例と同様に、テ
ーパ筒体状部３２のテーパ角度が鋭角になるように設けられ、円形の平面帯リング状の座
面３３の外径が、その座面３３によって被締結体４１へ有効に圧接するように面圧が生じ
る範囲の大きさとなるように、テーパ筒体状部３２の外周面に、被締結体４１から垂直に
起立する起立面３２ｃが設けられている。これによれば、弛み止め効果を低下させること
なく、座面３３の直径を適切に小さくすることができる。
【００３０】
　すなわち、従来の締結部材では、締め付け力が面圧に変換されて、その面圧が締結部材
の座面の内周縁のみに集中して生じる傾向にある。これに対して、本発明にかかるテーパ
筒体状部を備える締結部材にあっては、座面のより全体に渡って面圧を生じさせることが
でき、締め付け力をより分散させることができる。このテーパ筒体状部の作用によって弛
み止め効果を高めることができる。しかしながら、このテーパ筒体状部による場合でも、
座面の外周側では面圧が徐々に低下して、その外周側のある位置よりも外側では面圧がか
からなくなる。従って、その面圧が全くかからなくなる位置（ゼロポイント）よりも外側
の座面は必要がないことになり、座面の大きさ（直径）は、そのゼロポイントを基準とし
て設定することができる。これによれば、座面の外径を適切に設定でき、本発明にかかる
締結部材をコンパクトに形成できる。
【００３１】
　このような効果について、図２２～２５に示したボルトの座面３３にかかる面圧の解析
結果を説明する。図２６はＭ１０のボルトについて座面の外径を適切な直径である２０ｍ
ｍとした場合の面圧の解析結果を示す図であり、図２７は同じくＭ１０のボルトについて
座面の外径を２２ｍｍとした場合の面圧の解析結果を示している。
　これによれば、図２６の適正な直径の場合は、ボルトの軸にかかる荷重（軸力）が３３
７００Ｎであるとき、座面３３にかかる垂直応力（面圧）が、内縁部で最大の５．９×１
０８Ｐａとなって、段階的な濃淡によって表わされているように外側へ向かって徐々に低
下して外縁部で最小の４．３×１０７Ｐａとなっている。これに対して、図２７の形態の
場合は同様の軸力であるとき、座面３３にかかる面圧が、内縁部で最大の６．１×１０８

Ｐａとなって、外側へ向かって徐々に低下して外縁部の最も濃く表されている部分では面
圧がゼロで浮いた状態になっている。同様に一般に市販されているＭ１０の直径２０ｍｍ
のフランジ付六角ボルト（ＪＩＳＢ１１８９Ｕ形座面タイプ）では、内縁部での面圧の最
大が２．５×１０９Ｐａとなって、外縁部ではより広い部分が浮いた状態となり、本発明
に比較して面圧が明らかに不均一にかかった状態になっている（図２８参照）。
【００３２】
　次に、図２９～３４に基づいて、テーパ筒体状部１２の内周面１２ａが、凹状の曲面に
よって形成されている座金の形態例を説明する。このように、テーパ筒体状部１２の内周
面１２ａが凹状の曲面によって形成されることで、前述のナットやボルトと同様の弛み止
め効果を得ることができる。
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　この座金は、ネジ締付作用を利用して被締結体を締結する際に用いられる締結部材とし
てボルトやナットと共に用いられるもので、被締結体に圧接するように軸と同心の円形の
平面帯リング状に設けられている座面へ向かって徐々に拡径する筒体状に形成されたテー
パ筒体状部を備える。
　また、この座金は、ボルトやナットの締結部材によるネジ締付作用を利用して被締結体
を締結する際に、前記締結部材と前記被締結体との間に挟まれて用いられる弛み止め効果
に優れた座金であって、締結部材の座面が圧接される被圧接面６０（図３４参照）から前
記被締結体に圧接する座金座面１３に向かって徐々に拡径する筒体状に形成されたテーパ
筒体状部１２と、前記被圧接面６０に、前記締結部材の共回りを防止できるように複数の
凸部６１を備える構成になっている。
【００３３】
　この座金の複数の凸部６１の突起形状は、図２９に示したような内側面が六角ボルト・
ナットの頭に対応した直線的な平面状に形成されて外側面が円弧状に形成された形態に限
定されることはなく、締結部材の共回りを防止できる形態であればよい。例えば、図２９
に示したような凸部６１が、円周等分に３箇所に設けられていてもよいし、その凸部の形
態がさらに複数に分割された形態であってもよい。
　また、座金の貫通孔６２の上端縁（内周縁）は面取りがなされて面取り部６３が形成さ
れており、ボルトの頭から軸に連続するＲの部分に干渉しないで、ボルトの軸が挿通され
て適切にフィットできる形態になっている。さらに、この面取り部６３が形成された内周
縁部よれば、被圧接面６０と内周面１２ａとの間の肉厚が小さく、ボルトの芯出しができ
るように内径を規定できると共に、そのボルトの形状に馴染みやすい形態になっている。
【００３４】
　さらに、図３５には、円柱やパイプなどの外周面である曲面６００にフィットするよう
に座面を円弧状曲面に倣って形成した弛み止め座金５００を示してある。
　これによれば、ボルトやナットを締め付けるために曲面６００との間に介在させた従来
のスペーサーに代えて、弛み止め座金５００を適切に配することができる。これによって
も、以上に説明したものと同様に優れた弛み止め効果を得ることができる。
【００３５】
　以上、本発明につき好適な形態例を挙げて種々説明してきたが、本発明はこの形態例に
限定されるものではなく、発明の精神を逸脱しない範囲内で多くの改変を施し得るのは勿
論のことである。
【符号の説明】
【００３６】
　１０　ヘッド部材
　１１　ボルトの頭
　１２　テーパ筒体状部
　１２ａ　内周面
　１２ｂ　外周面
　１２ｃ　起立面
　１３　座面
　１５　内底部
　１５ａ　凸状部
　１５ａ’　接合面
　１５ｂ　外周面
　１５ｃ　接合面
　１６　圧接部
　２０　軸部材
　２１　ボルトの軸
　２２　接合端面
　２２ｃ　接合端面
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　２３　寄り
　３１　ナットの頭
　３２　テーパ筒体状部
　３２ａ　内周面
　３２ｂ　外周面
　３２ｃ　起立面
　３３　座面
　４０　被締結体
　５０　加振台
　６０　被圧接面
　６１　凸部
　６２　座金の貫通孔
　６３　面取り部
　１００　弛み止めボルト
　３００　弛み止めナット
　５００　弛み止め座金
　６００　曲面
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